


1 農用地区域とは

　農業の健全な発展を図るため、君津市農業振興地域整備計画において農業上の利用をすべき「農地」、

「農業用施設用地」、「採草放牧地」、「山林、原野等」を農用地区域として定めています。

　農用地区域での開発行為（宅地の造成、建物の設置など）は厳しく制限されており、原則として、

開発行為を行うことはできません。

　その一方で、農業を振興するための国の補助事業等は農用地区域に設定されている土地を中心に行われ

ます。優良な農地における無秩序な開発を防ぐとともに、農業上の公共投資の効果を十分に発揮させること

を目的として、農用地区域は定められています。

2 申出前に確認いただきたいこと

　計画の実現性が無い場合、受付できせん。

 　他法令の許可見込み等について、申出前に必ず関係機関へ相談してください。

№

1 農地転用の許可見込みについて

2 開発許可（都市計画法）の見込みについて

3 建築確認（建築基準法）関係について

4 法定外公共物占用関係について

5 埋立行為（君津市残土条例）の許可について

6 埋蔵文化財について

土地改良区の脱退見込みについて

事業計画の同意について

8 事業計画の同意について

事業計画ごとに必要な許認可や同意について、関係機関と

協議してください。

3 申出について

（1） 申出人 申出人は事業計画者（実際に開発行為を行う者）

（2） 提出書類 「5 提出書類一覧」をご確認ください。

（3） 申出方法 申出人または代理人が来庁し、申出書を提出。＊４部（正：１部、副：３部）

用途変更申出の場合、２部（正：１部、副１部）

（4） 注意点 変更申出のすべてが決定になるとは限りません。

協議の過程で不適当とされる場合もありますので、土地選定などは慎重にお願い

いたします。

相談先 確認内容等

君津市農業委員会事務局

建設部建設計画課

地元水利組合

9 その他

建設部建築課

建設部管理課

経済環境部環境保全課

教育部生涯学習文化課

7 地元土地改良区
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